
おまわりさんからのお知らせ

６月２日より中型自動車免許が新設されます
道路交通法改正にともない、６月２日（土）より

中型自動車免許が新設されます。

■現在普通免許を持っている方 運転できる車の大

きさの範囲は、車両総重量８トン未満、最大積載量

５トン未満の車両であれば今までどおり運転できま

す。

■６月２日以降に運転免許を取得する方 普通免許

で運転できる車両は、車両総重量５トン未満、最大

積載量３トン未満、乗車定員１０人以下の車両とな

ります。

また、中型免許（車両総重量１１トン未満、最大

積載量６.５トン未満、乗車定員２９人以下）を取得

するには、次のような方法があります。

●運転免許試験場で行う技能審査に合格する

●教習場で所定の教習を受講、審査に合格する

（※詳しくは各教習場へ直接お問い合わせくださ

い）

詳しくは沼田警察署交通課1２２－０１１０まで

る
方
は
、
是
非
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

平
成
19
年
６
月
15
日

（
金
）
午
後
２
時
か
ら

▼
場
所

利
根
沼
田
文
化
会
館

▼
問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

沼
田
（
沼
田
公
共
職
業
安
定
所
）

1
２
２
―
８
６
０
９

厚
生
労
働
省
で
は
、
毎
年
６
月

を
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
月
間
」

と
定
め
、
職
場
に
お
け
る
男
女
均

等
に
つ
い
て
の
社
会
一
般
の
認
識

と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
全
国
的

に
活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

本
年
度
は
、
テ
ー
マ
を
「
男
性
も

女
性
も
　
み
ん
な
に
チ
ャ
ン
ス
!!

性
別
で
は
な
く
〝
そ
の
人
〞
を
み

て
ま
す
か
？
」
と
し
、
本
年
４
月

１
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
改
正
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
に
基
づ
き
、
労

働
者
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
か
つ
、
働
く
女
性
が

母
性
を
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
能

力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
雇
用
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

募
集
・
採
用
を
始
め
と
し
た
女
性

に
対
す
る
差
別
の
他
、
男
性
に
対

す
る
差
別
、
ま
た
妊
娠
・
出
産
等

を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
り
扱
い

に
つ
い
て
十
分
に
周
知
し
、
社
会

一
般
に
定
着
さ
せ
る
た
め
、
６
月

の
１
ヶ
月
を
月
間
と
し
て
定
め
実

施
し
ま
す
。
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刑
事
・
民
事
を
問
わ
ず
、
暴
力

団
員
な
ど
に
よ
る
各
種
被
害
、
不

当
な
要
求
行
為
、
債
権
取
立
、
不

動
産
の
売
買
・
賃
借
の
問
題
、
交

通
事
故
示
談
等
民
事
介
入
問
題
、

そ
の
他
暴
力
団
（
員
）
な
ど
に
関

す
る
一
切
の
問
題
に
つ
い
て
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
秘
密
は
厳
守
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
日
時
・
場
所
①
５
月
30
日

（
水
）
午
後
１
時
〜
３
時
・
群
馬

県
青
少
年
会
館
②
６
月
５
日
（
火
）

午
後
１
時
〜
３
時
・
太
田
市
社
会

教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
特
設
会
場

▼
相
談
員

弁
護
士
、
警
察
官
、

暴
力
追
放
相
談
委
員

▼
そ
の
他

当
日
は
電
話
に
よ
る

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。
特
設
電

話
番
号
1
０
２
７
―
２
２
３
―
９

３
８
６

▼
問
い
合
わ
せ
（
財
）
群
馬
県
暴

力
追
放
県
民
会
議
1
０
２
７
―
２

５
４
―
１
１
０
０

自
動
車
税
は
、
道
路
・
学
校
の

建
設
、
医
療
・
福
祉
の
充
実
、
県

民
の
安
全
の
確
保
な
ど
「
住
み
良

い
郷
土
づ
く
り
」
の
財
源
と
し
て

大
切
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
税
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

群
馬
県
自
動
車

税
事
務
所
1
０
２
７
―
２
６
３
―

４
３
４
３
、
沼
田
県
税
事
務
所
1

２
２
―
４
３
３
６

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
沼
田
で
は
、
平

成
20
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
予
定

者
（
中
学
・
高
校
・
大
学
等
）
を

募
集
す
る
事
業
主
を
対
象
と
し
た

求
人
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

新
卒
者
の
募
集
を
予
定
し
て
い

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

自
動
車
税
は
５
月
31
日（
木
）

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

◆
沼
田
県
税
事
務
所

事
業
主
を
対
象
と
し
た

求
人
説
明
会
を
行
い
ま
す

◆
沼
田
公
共
職
業
安
定
所

一
日
暴
力
団
無
料
相
談
所
を

開
催
し
ま
す

◆(

財)

群
馬
県
暴
力
追
放
県
民
会
議

６
月
は
「
男
女
雇
用
機
会
均
等

月
間
」
で
す

◆
群
馬
県
労
働
局
雇
用
均
等
室

▼
お
知
ら
せ



そうだんがいど

高血圧や糖尿病などでお悩みの
人は、ご相談ください。役場保健
師が相談を受けます。◆日時：５
月31日（木）、午後１時～４時、
◆場所：村保健センター1２４－
５１４２。

「眠れない」、「イライラして落
ち着かない」など、心に悩みを持
つ人はご相談ください。専門家が
相談に応じます。◆日時：６月１
日（金）、午後１時30分～（事前
に電話予約を）、◆会場：沼田保
健福祉事務所1２３－２１８５。

パートナーからの暴力やさまざ
まな悩みを持っている女性の相談
や支援を行います。◆日時：平日
午前９時～午後８時、土日祝日午
後１時～５時◆相談専用電話1０
２７－２３１－４４８８

交通事故の賠償や保険請求、示
談などでお困りの方は、ご相談く
ださい。専門の相談員が相談に応
じます。◆日時：毎週月曜日～金
曜日 午前９時～午後５時◆会
場：大同生命前橋ビル５階

軽自動車税全期、固定資産税１

期、下水道使用料１期は５月31

日（木）が納期です。完納にご協

力ください。

今・月・の・納・期

女性相談センター

交通事故相談

こころの相談

健康相談
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４
月
届
出
分

う
ぶ
ご
え

わが村の人口

人　口　7,870人　(＋５)
男　　3,893人　(＋７)
女　　3,977人　(－２)

世帯数　2,253人　(±０)
※（ ）内は前月比

５月１日現在（住民基本台帳人口）

・
阿
部
　
陽
向

ひ
な
た

く
ん

さ
ん
の
子
３
月
１
日
生

伏
　
田
・
竹
之
内
　
乙い

ち

恋ご

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
３
月
30
日
生

吹
　
張
・
今
井
　
凰こ

う

雅が

く
ん

さ
ん
の
子
４
月
10
日
生

□
お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

中
内
出
　
金
子
　
憲
裕
さ
ん

74
歳
　
４
月
２
日
没

追
　
分
　
星
野
と
よ
さ
ん

75
歳
　
４
月
16
日
没

中
　
宿
　
南
波
　
き
よ
さ
ん

87
歳
　
４
月
17
日
没

森
下
中
　
青
木
　
�
夫
さ
ん

99
歳
　
４
月
21
日
没

■
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

訂
正
と
お
詫
び

広
報
４
月
号
・
Ｐ
17
の
う
ぶ
ご
え

で
、
加
藤
真
優
ち
ゃ
ん
の
誕
生
日
が

３
月
13
日
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

２
月
28
日
の
誤
り
で
し
た
。

お
な
じ
く
林
瑚
雪
ち
ゃ
ん
の
行
政

区
が
中
野
下
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た

が
中
野
上
の
誤
り
で
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

松
ノ
木
平

第
　
　
二

※
掲
載
を
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

伸
　
明

宏
　
美

直
　
樹

由
　
理

陽
　
平

ゆ
か
り

平成19年６月から、個人住民税に関して大きな改正が行われます。
これにより皆さんが納めている住民税の負担額が大きく変わります。

個人住民税の税率が従来の５％、10％及び13％の３段階から、一律10％に統一さ
れます。
結果として、多くの方について住民税額が増加となりますが、併せて所得税の税率

の改正が行われ所得税額が減少となりますので、税源移譲前後で所得税と住民税を合
わせた負担額は変わりません。

税源移譲による負担額の変動はありませんが、定率減税の廃止により、所得税及び
住民税の負担額は増加することとなります。

◎夫婦＋子供２人：給与収入５００万円の場合（配偶者及び子供収入なし）

「所得税＋住民税」の１９５,０００円は変わりません。
（子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算）

◎定率減税の廃止による所得税及び個人住民税の増加額（年額）

①国（所得税）から地方（住民税）への税源移譲

②所得税・住民税の定率減税の廃止

平成19年度から
住民税が大きく変わります税源移譲

a

移譲前 所得税　１１９,０００円 住民税　７６,０００円

住民税　１３５,５００円所得税　５９,５００円移譲後

（単位：円）

（夫婦子２人：子供のうち一人が特定扶養親族に該当、一定の社会保険料が控除されるものとして計算）

給与収入
３００万円

所得税 住民税
700

4,900
0

12,400

所得税 住民税
5,700
12,300

11,900
25,800

所得税 住民税
14,700
20,000

26,300
47,400

所得税 住民税
20,000
20,000

68,800
96,600

５００万円 ７００万円 １０００万円

夫婦子２人
独　身


